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資料１案　内　図



１ 敷地の地名・地番 川崎市中原区上小田中七丁目１６６９－３外４筆

２ 地域地区等 用途地域 準工業地域
防火指定 なし
高度地区 第３種高度地区（最高高さ２０ｍ）
指定建ぺい率 ６０％
指定容積率 ２００％
日影規制 ５ｈ／３ｈ・４ｍ

３ 敷地面積 １，６２７．９９㎡

既存建物概要

事業者 住所 川崎市中原区上小田中７－１３－２４
氏名 株式会社 光輝社

代表取締役 芹田 正義

施設名 株式会社 光輝社川崎工場

業種 輸送用機械器具製造業

構造階数 鉄骨造 地上２階ほか

延べ面積 １，６１８．９４㎡

建物棟数 ３棟

解体工期 平成２８年８月２２日～平成２８年１０月３０日

計画建物概要

事業者 住所 東京都渋谷区神泉町９番６号
明和地所渋谷神泉ビル

氏名 明和地所株式会社
代表取締役 原田 英明

工事施工者 住所 未定
氏名 未定

名称 （仮称）クリオ武蔵中原新築工事

用途 共同住宅

構造階数 鉄筋コンクリート造 地上７階

建築面積 ８８５．２６㎡
延べ面積 ３６８４．５６㎡
建築物の高さ １９．９７m
住戸数 ４４戸
計画工期（予定） 平成２８年１１月１日～平成３０年３月３０日
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資料２既存建物及び計画建物概要
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資料３土地利用計画図

上小田中79号線

位置指定道路
S30.6.6　第35号
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資料４計画建物立面図



日付 内容

平成２８年
５月２７日

事業者が市へ事前届出書を提出

７月２８日 事業者が市へ事業概要書を提出

８月 １日 事業者が近隣関係住民に事業計画通知書を通知

事業者が市へ標識設置届を提出

事業者が隣接住民へ個別説明（～15日）

８月 ９日 事業者が住民説明会を開催

（近隣関係住民２４名参加）

８月１日～１５日 近隣関係住民が事業者へ要望書提出（４通）

８月１７日 事業者が要望書を提出した近隣関係住民へ
見解書を通知

８月１８日 事業者が市へ説明報告書を提出

８月１８日～
９月 １日

近隣関係住民が市へ意見書提出（１１通）

９月 ５日 事業者が近隣関係住民へ見解書を通知

事業者が市へ見解書を提出

事業者が市へ承認申請書を提出

９月 ７日 市が事業者へ承認通知書の交付

日付 内容

平成28年
9月28日

事業者が市へ
資料等調査報告書及び
土壌調査等(詳細調査)結果報告書を提出

10月24日 市が土壌調査等の結果に関する事項について
公表（水質環境課窓口及び市HP) (資料7参照)

(今後の予定) 事業者が市へ
汚染土壌等処理対策実施計画書を提出

事業者が汚染土壌等処理対策を実施

事業者が市へ
汚染土壌等処理対策実施報告書を提出
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「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」に係る手続経過 「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」に係る手続経過

資料５

資料等調査結果報告書及び



昭和36-37年当時

平成26年当時

Ｎ

Ｎ

計画敷地 北側
（1669番3 1669番4）
～昭和33年 田、耕作地
昭和34年～ ㈱光輝社が

土地を取得
事業開始

～現在に至る

計画敷地 南側
(1670番1 1670番3 1663番12）
～昭和35年 田
昭和35年～48年

東京精密蓄電器㈱が事業展開
昭和48年 ㈱光輝社が取得

事業を拡張
～現在に至る

全体：㈱光輝社

(出典：経年異動地形図)

(出典：都市計画基本図)
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資料７土壌調査状況の概要

調査
地点

調査項目
調査
結果

基準値

A2-5 ほう素及び
その化合物

１２㎎/L 1㎎/L

A2-8 ほう素及び
その化合物

1.3㎎/L 1㎎/L

B2-5 ほう素及び
その化合物

1.8㎎/L 1㎎/L

表：調査結果

(公表：平成２８年１０月２４日)
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陳情項目 事業者の見解

１
会社側ではなく、市から土壌汚染に詳しい
専門家を派遣し、しかるべき調査をお願い
したい

２
土壌汚染調査の内容について住民への情
報開示を徹底させること

近隣の皆様の中で開示ご希望の方には、土壌調査結果を情報開示をさせて頂きます。
また、土壌汚染除去工事完了後も内容等ご希望の方にはご説明させて頂きます。
尚、近隣の皆様に向けての、土壌汚染の説明会を開催させて頂きたく考えております。
対策工事会社も交え、工事の内容等、お話しさせて頂きます。

３
総合調整条例に基づく住民からの意見書
に誠意ある回答を出すこと

土壌汚染の調査に関しましては、JIA（一般財団法人日本ガス機器検査協会 環境省 指定番号
ＮＯ,２００５－３－１００１）環境ソリューションセンターに委託しております。
また、調査内容の結果につきましては閲覧をご希望される方には開示を致します。

なお、汚染された土壌については条例等に基づき適正に処理をいたします。処理後の報告書に関
しましても、処理終了後閲覧をご希望の方には開示を致します。

４
上記２項目が守られない限り、本計画に関
する建築確認を出さないこと

５
虚偽無く真実を誠意を持って「総合調整条
例｣を基に進めることを指導すること
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資料８
陳情第５７号の陳情項目に対する事業者の見解



公共施設管理者 まちづくり調整課 事業者 近隣関係住民

事前届出書
・第1号様式
・添付書類(別表第1)

縦覧

まちづくり調整課
及び区役所企画
課で縦覧します

提出受理

各課にコピーを提出(持ち回り)

みどりの協働推進
課 宅地審査課 
河川課 道路公
園ｾﾝﾀｰ 等

事前協議

(指導及び助言)

事業概要書 縦覧
提出

受理

事業計画通知書

受領

隣接関係住民 通知

標識 設置

標識設置届

標識設置日
及び要望書
提出期限等
の記載

提出
受理

計画等の説明 隣接住民(義務)
周辺住民(申出により)

要 望 書
提出

受領
(見解書 作成)

見 解 書
標識設置 翌日  
0.3ha未満→14日以内
0.3ha以上→21日以内

受領
通知

公共施設管理者 まちづくり調整課 事業者 近隣関係住民

協議書

協議先に提出(開発行為 場合)
都市計画法
32条協議

19条協議
各々の要綱や指針等に基づき
協議 行    

報告書の作成
協議の内容及び結果を記載

意 見 書
説明報告書提出の
翌日から14日以内

提出受理

受領
意見書(ｺﾋﾟｰ)の送付

指導及び助言

見 解 書

(見解書 作成)

受理 受領通知提出

承 認 申 請 書受理

承認通知書 受領交付

協議

協議結果報告書

説明報告書 縦覧提出受理

開発許可申請

建築確認申請

許可通知・確認済証受
領後

工事着手

提出提出

以下右側上段に続く

※
総合調整条例の手
続きで紛争の解決
が図れない場合に
は、
「川崎市中高層建築
物等の建築及び開
発行為に係る紛争
の調整等に関する
条例」（中高層条例）
に基づく
「あっせん」「調停」を
行うことができる。

平成28年8月1日

平成28年8月1日

平成28年7月28日

平成28年8月1日

平成28年8月2日
～

平成28年8月15日

平成28年8月17日

平成28年8月18日

平成28年8月18日

平成28年8月18日
～

平成28年9月1日

平成28年9月5日

平成28年9月5日

平成28年9月7日

平成28年5月27日
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参考資料１川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の手続きフロー(概要)



調査
対象地

土壌汚染対策法第3条 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（第81条～第87条）

土対法施行日（平成15年2月15日）以降、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事
業場の敷地であった土地

過去の土地の利用状況等からみて、特定有害物質等を取り扱ったおそれがある事業所（以下「事業所」とい
う。）の敷地又はその跡地

調査等の義務が生じ
る契機

水質汚濁防止法及び下水道法に規定する特定施設（特定有害物質を使用しているものに限る。）を廃止
する場合
※一定の条件を満たした場合は、調査が一時的に免
除される（第3条第1項ただし書き）。

土地改変等の機会
※土対法に基づく土壌調査等を実施する場合を除く。

事業所の移転若しくは廃止、事業所の敷地若しくはその跡
地の再開発等又は土地所有者の変更を行う機会

（詳細調査）

.

事業所の敷地内の建設工事等により当該事業
所の敷地外に土壌を搬出する機会

（搬出土壌調査）

土壌調査等の実施フロー

市条例対象地における
手続フロー

土対法対象地における
手続フロー

手続終了

形質の変更完了に係る書類の提出
（本市様式）

汚染土壌等処理対策実施報告書の提出
（第31号様式）

公表
※土壌汚染が判明した場合

・規制区域（☆）に指定し、公示
・台帳を作成し、閲覧に供する。
・市のホームページに掲載

・台帳を作成し、閲覧に供する。
・市のホームページに掲載

（☆）土対法に基づく
規制区域

要措置区域 形質変更時要届出区域

健康被害が生じるおそれがある場合等、汚染の除去等の措置を講ずることが
必要な区域

健康被害が生じるおそれが無い場合等に、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域
自然由来や埋立資材に由来する土壌汚染の場合は、自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域に指定されます。

汚
染
あ
り

手続終了

汚染なし

管理を実施

汚
染
あ
り

地歴調査の実施と
調査計画の立案

土壌調査等の実施

汚染除去計画の立案

汚染除去の実施

公表解除へ

管理の実施†
（詳細は右のページ
上段を御覧下さい。）

調査結果の
公表等

汚
染
な
し

汚
染
な
し 汚

染
あ
り

規制区域に指定

公表
（公示、公表台帳、HP）

公表
（公表台帳、HP）

管理を実施

汚染土壌等管理
実施計画書の提出

（条例第30号様式の2）

資料等調査結果報告書の提出
（第27号様式）

区域解除を目指す場合 処理対策へ
移行する場合

<着手14日前まで>
形質の変更等に係る書類の提出

（第12条・第16条等）

土壌汚染状況調査結果報告書の提出
（様式第1）

汚染土壌等処理対策実施計画書の提出
（第30号様式）

土壌調査等
（詳細調査）結果報告書の提出

（第28号様式）

土壌調査等
（搬出土壌調査）
結果報告書の提出
（第29号様式）

汚染土壌等管理
実施計画書の提出

（第30号様式の2）

※土対法では地歴調査や調査計画に係る提出書類は
ありませんので、市との事前協議のみとなります。

本事業に適用するフロー

平成28年9月28日

平成28年9月28日

平成28年10月24日
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管理の実施



＜直接摂取によるリスク＞ ＜地下水等の摂取によるリスク＞

土 含有量基準 土 溶出量基準

特
定
有
害
物
質
等
︵
市

例
︶

特
定
有
害
物
質
︵
土

染

策
法
︶

揮

性
有
機
化
合
物

︵
第
１
種
特
定
有
害
物
質
︶

四塩化炭素 検液１Ｌにつき0.002㎎以下

1,2-ジクロロエタン 検液１Ｌにつき0.004㎎以下

1,1-ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき0.1㎎以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液１Ｌにつき0.04㎎以下

1,3-ジクロロプロペン 検液１Ｌにつき0.002㎎以下

ジクロロメタン 検液１Ｌにつき0.02㎎以下

テトラクロロエチレン 検液１Ｌにつき0.01㎎以下

1,1,1-トリクロロエタン 検液１Ｌにつき１㎎以下

1,1,2-トリクロロエタン 検液１Ｌにつき0.006㎎以下

トリクロロエチレン 検液１Ｌにつき0.03㎎以下

ベンゼン 検液１Ｌにつき0.01㎎以下

重
金
属
等

︵
第
2
種
特
定
有
害
物
質
︶

カドミウム及びその化合物 土壌１㎏につき150㎎以下 検液１Ｌにつき0.01㎎以下

六価クロム化合物 土壌１㎏につき250㎎以下 検液１Ｌにつき0.05㎎以下

シアン化合物 土壌１㎏につき遊離シアン50㎎以下 検液中に検出されないこと

水銀及びその化合物

土壌１㎏につき15㎎以下

検液１Ｌにつき0.0005㎎以下

うちアルキル水銀 検液中に検出されないこと

セレン及びその化合物 土壌１㎏につき150㎎以下 検液１Ｌにつき0.01㎎以下

鉛及びその化合物 土壌１㎏につき150㎎以下 検液１Ｌにつき0.01㎎以下

砒素及びその化合物 土壌１㎏につき150㎎以下 検液１Ｌにつき0.01㎎以下

ふっ素及びその化合物 土壌１㎏につき4000㎎以下 検液１Ｌにつき0.8㎎以下

ほう素及びその化合物 土壌１㎏につき4000㎎以下 検液１Ｌにつき１㎎以下

農
薬
等

︵
第
3
種
特
定

有
害
物
質
︶

シマジン 検液１Ｌにつき0.003㎎以下

チウラム 検液１Ｌにつき0.006㎎以下

チオベンカルブ 検液１Ｌにつき0.02㎎以下

ＰＣＢ  検液中に検出されないこと

有機りん化合物 検液中に検出されないこと

ダイオキシン類 土壌１gにつき1000pg-TEQ以下
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